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Ⅰ 策定の趣旨 
 

関西は、古くより日本の中心として、厚みのある歴史・文化遺産、豊かな自然、充

実した産業基盤等に恵まれた地域であるが、東京を中心とした中央集権体制により、

その強みや特徴が埋没し、近年、首都圏に対する地位も低下し続けてきた。 
 

関西広域連合（以下「広域連合」という。）は、こうした流れを断ち切り、制度疲労

を起こしている現在の中央集権体制を打破し、自ら政策の優先順位を決定・実行でき

る個性豊かで活力に満ちた関西を作り上げていくために、平成22年12月に設立された。 
 

この設立により、地方分権改革の突破口として、全国に先駆けて関西全体の広域行

政を担う責任主体を確立するとともに、国と地方の二重行政の解消にも取り組んでい

くことにしている。 
 

広域連合では、地域の個性や資源を効果的に活用しながら早期に実施可能な事務か

ら取り組むこととし、当面、広域防災、広域観光・文化振興、広域産業振興、広域医

療、広域環境保全及び資格試験・免許等の７つの分野の事務を実施することとしてい

るが、将来的にはこれらの事務の拡充や新たな分野の事務に取り組むとともに、現在、

検討が進められている国の地方支分部局の事務について、その移譲を受けて実施する

ことを目指している。 
 

関西広域連合広域計画（以下「広域計画」という。）は、これらの事務を広域連合と

これを組織する構成団体が相互に役割分担して総合的かつ計画的に推進するために、

地方自治法第291条の７第１項の規定に基づき策定するものである。 

 
 

Ⅱ 広域計画の期間及び改定 
 

この広域計画の期間は、設立当初から平成25年度までの概ね３年間とし、計画期間

の満了年度に見直しを行い、改定することとする。 

ただし、広域連合長が必要と認めた場合は、随時に改定を行う。 

 
 

Ⅲ 広域計画の区域 
 

この広域計画の対象となる区域は、構成団体の区域とする。 

ただし、鳥取県及び徳島県にあっては分野を限って参加している事務があることか

ら、広域防災、広域産業振興、広域環境保全及び広域職員研修に関する事務にあって

は鳥取県の区域を、資格試験・免許等に関する事務にあっては鳥取県及び徳島県の区

域をそれぞれ除いた区域を対象とする。 
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Ⅳ 実施事務 

１ 広 域 防 災 

(1) 「関西広域防災計画」の策定 

東南海・南海地震や近畿圏直下型地震等の発生による大規模広域災害に対し、

関西がとるべき対応方針や具体的な連携体制とその体制の構築のために広域連合

等が実施する事務を記載した「関西広域防災計画」を策定する。 

 

(2) 災害発生時の相互応援体制の強化（相互応援協定の実施要綱作成・

運用） 
 
広域災害発生時等において、被災府県からの要請の集約、被災していない府県

への応援要請・応援先の配分等の府県間調整を担うとともに、関西全体の防災に

関する責任主体として広域連合が機能を発揮できるよう、将来的な関西全体の防

災体制のあり方、広域連合長の位置づけ等を検討し、広域災害発生時に関西府県

が広域応援を実施する手順を取りまとめた関西相互応援実施要綱（仮称）を作成

する。 
 

(3) 近畿府県合同防災訓練の実施 

関西が一体となって広域災害に対処する体制の強化を図るとともに、関西広域

防災計画、関西相互応援実施要綱（仮称）の実効性を検証するため、従来の合同

防災訓練に加え、新たに広域応援訓練を追加し、広域連合と開催地府県が適切な

役割分担のもとに共催する。 
 

(4) 防災分野の人材育成 

人と防災未来センター等、関西の防災研究・研修機関、構成団体と連携して首

長、防災担当職員向けの「関西広域防災連携講座（仮称）」を実施し、計画的な

防災分野の人材育成を行う。 

 

(5) 救援物資の共同備蓄の検討・実施 

備蓄計画の策定による救援物資等の一括備蓄、物資集積・配送マニュアルの作

成などの災害発生時の配分・配送を検討・実施する。 
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(6) 広域的な新型インフルエンザ対策の検討・実施 

新型インフルエンザ感染拡大防止のための広域的な体制の検討、新型インフル

エンザ発生時の関係機関の調整などの広域的な新型インフルエンザ対策を検討・

実施する。 

 

(7) 広域防災に関する検討・実施 

関西における広域防災に関する諸課題の解決に向け、早急に取り組むべきテー

マから検討を進め、可能なものから順次実施する。 

 

 

構成団体が行う事務 

 
「関西広域防災計画」と整合を図った地域防災計画を策定し、広域災害に向

けた計画的な対策の推進を図り、広域災害発生時の府県間調整により、救援物

資、資機材の提供、職員の派遣等を行うことにより、被災団体の救護・復旧活

動等を支援する。 

また、各府県内の災害対応のための合同防災訓練を実施し、広域連合との役

割分担に基づく合同防災訓練に参加することにより広域応援活動の連携確認

を行うとともに、日常において防災関連の人材研修を実施し、関係職員を広域

連合が実施する研修・講座に参加させることにより、職員のスキルアップを図

る。 

このほか、広域連合と役割分担し、災害応急対策又は災害復旧に必要な物資

の備蓄を行うとともに、新型インフルエンザ等の感染防止対策を実施し、新型

インフルエンザ等の広域にわたる情報収集、集積、共有等により感染防止拡大

のための連携を図る。 
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２ 広 域 観 光 ・ 文 化 振 興 

(1) 「関西観光・文化振興計画」の策定 

関西を魅力ある観光圏としていくため、関西が一体となって戦略的に取り組む

べき重点分野、事業、目標等を定めた観光・文化振興ビジョン「関西観光・文化

振興計画」を策定し、「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の

振興に関する法律」（外客旅行容易化法）に基づく外客来訪促進計画と位置づける。 

 

(2) 広域観光ルートの設定 

外国人観光客をさらに関西に呼び込むには、各府県・政令市の利害を越えた戦

略的な取組により、エリア全体の魅力の向上を図ることが不可欠であるため、関

西をひとつのマーケットとして、成長著しい東アジアや関西の伝統文化に関心の

強い欧米をメインターゲットに、関西の魅力ある観光資源を有機的につなぐ観光

ルートを設定し、関西広域機構とも連携して情報発信を行い、誘客を図る。 

 

(3) 海外観光プロモーションの実施 

「関西」をさらに魅力ある観光圏としてアピールするため、各府県・政令市、

関西広域機構や経済団体と密接に連携を図りながら、広域連合長自らがトップセ

ールスを行うなど、誘客増に資する戦略性のあるイメージを形成する。 

 

(4) 「関西地域限定通訳案内士（仮称）」の創設 

訪日外国人観光客の視点に立ち、訪日外国人旅行者及び資格取得者の利便性向

上を図るため、府県を越えた関西地区全般の案内が行える「関西地域限定通訳案

内士（仮称）」を創設し、試験の実施、合格者の登録等を行う。 

 

(5) 「通訳案内士」（全国）の登録等 

「関西地域限定通訳案内士（仮称）」と合わせ、通訳案内士（全国）の登録に

関する業務（登録・変更等）を広域連合が一元的に管理することにより、効率的

な登録事務及び運用を実施する。 

 

(6) 関西全域を対象とする観光統計調査 

関西の観光地をさらに魅力あるものにするためには、関西圏内における地域間

比較、傾向分析等に基づく効果的な施策の立案・実施が必要であるため、現在実

施できていない統一的な基準・手法を開発したうえで、観光統計調査を実施し、

関西全体の観光動向を把握する。 
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(7) 関西全域を対象とする観光案内表示の基準統一 

各自治体等が独自に整備している観光案内表示について、訪日外国人観光客等

の広域観光の利便性の向上のため、関西全域の観光の利便性向上につながる観光

案内表示の統一基準及び整備指針の策定・周知し、関西全域における基準の統一

を目指す。 

 

構成団体が行う事務 

法定の外客来訪促進計画として策定した「関西観光・文化振興計画」に基づ

き、各地域の特徴を生かしながら、地域の事情に応じた観光ルートの設定や観

光プロモーションを行うとともに、新たに開発された調査手法に基づく観光調

査を実施し、広域連合が策定した関西広域の観光案内表示の統一基準及び整備

指針に基づき、統一された観光案内表示の導入を推進する。 

また、関西地域限定通訳案内士（仮称）の試験、登録等、通訳案内士の登録

等を広域連合が実施するにあたり、各府県内における広報、試験実施の補助、

登録申請書の受付等の支援を行う。 
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３ 広 域 産 業 振 興 

(1) 「関西産業ビジョン」の策定 

関西のもつ産業集積・インフラ、人材等のポテンシャルを生かして、関西全体

の活性化と国際競争力を強化していくため、関西産業の目指すべき姿（育成して

いくべき基幹産業の提示等）、産業活性化のための取組の基本方針（方向性）、産

業クラスター連携戦略の構築等の将来像や戦略をビジョンとして取りまとめた

「関西産業ビジョン」を策定する。 

 

(2) 関西における産業クラスターの連携 

関西各地には、大学、世界有数の研究機関や、さまざまな業種・分野の企業、

産業支援機関等が地理的に集積した、いわゆる“産業クラスター”が形成されて

おり、関西活性化のために、各産業クラスターの特色を生かしながら、関西全体

を視野に入れて、従来の産学官連携のネットワークの拡大や異業種分野連携、各

地域の得意分野・人材・技術の相互補完につなげる。 
 

(3) 公設試験研究機関の連携 

関西の公設試験研究機関（公設試）の連携促進を図るため、技術支援情報の集

約、技術シーズやライセンス情報の共有、設備の共同利用（調達）、人材交流を行

う。 

 

(4) 合同プロモーション・ビジネスマッチングの実施 

広域的取り組みによるビジネスチャンス・販路開拓拡大と、事務の効率化を図

るため、地域産品等の共同プロモーションの実施、ビジネスマッチング商談会の

広域実施といった合同によるプロモーション・ビジネスマッチングを行うととも

に、広域地域資源の組み合わせによる新商品・サービス等の開発を行う。 
 

(5) 新商品調達認定制度によるベンチャー支援 
 

地方自治法の規定により認定を受けた者が生産する「新商品」は、自治体が購入

する場合、通常の競争入札制度によらない随意契約により調達することができる

が、広域連合が本制度を活用して各府県の随意契約の機会等を拡大することを検討

することにより、中小企業者の新事業創出支援を行う。 
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構成団体が行う事務 

「関西産業ビジョン」と整合を図り、地域主導による「産業のあり方」を考

察するために産業振興計画を策定し、各府県内における産業クラスター連携を

構築・推進し、公設試験研究機関の連携を踏まえて、高額機器等の整備、技術

情報の蓄積等を行う。 

また、各府県内の企業による地場産品や地域資源を活用した新商品、サービ

ス等のプロモーション、ビジネスマッチングのための商談会等を効率的に実施

するとともに、地域の事情に応じて現行の制度に基づき、中小企業者が生産し

た新商品を認定し、随意契約による調達を推進する。 
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４ 広 域 医 療 

(1) 「関西広域救急医療連携計画」の策定 

関西の府県域を越えた広域救急医療連携（ドクターヘリ等による広域救急医療

連携）のさらなる充実に向け、ドクターヘリに係る需要予測調査に基づく最適配

置・運航、計画の対象とする運航、災害時の運航のあり方等を定めた「関西広域

救急医療連携計画」を策定する。 

 

(2) 広域的なドクターヘリの配置・運航 

３府県（京都府・兵庫県・鳥取県）におけるドクターヘリの運航をはじめとし

て、関西全体におけるドクターヘリの効果的・効率的な配置・運航などを行う。 

 

(3) 広域救急医療体制充実の仕組みづくり 

「関西広域救急医療連携計画」策定の中で、救急患者に対する迅速な医療の提

供に向けた広域連携のあり方を検討する。 

 

 

構成団体が行う事務 

「関西広域救急医療連携計画」と整合を図った医療計画を策定し、これを推

進するとともに、広域連合による関西全体でのドクターヘリの効果的・効率的

な配置・運行の検討を踏まえ、ドクターヘリの運航に当たっての支援、移管に

向けた調整への協力等を行う。 
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５ 広 域 環 境 保 全 

(1) 「関西広域環境保全計画」の策定 

環境分野における関西共通又は府県を越えて共通する広域的課題の認識、関西

の将来像、適切な役割分担のもと広域的課題に的確に対処していくべき広域連合

の施策のあり方を構成団体が共有するため、環境分野において関西が目指す方向、

府県域を越えた環境課題に対する環境施策等を定めた「関西広域環境保全計画」

を策定する。 

 

(2) 温室効果ガス削減のための広域取組（住民・事業者啓発事業、関西

スタイルのエコポイント事業、電気自動車普及促進事業） 
  

温室効果ガスの排出削減に係る住民や事業者に対する啓発事業の広域的な取組、

家庭における省エネ行動等に対して商品等に交換できるポイントを付与するエコ

ポイント制度の関西全域での実施に係る検討、電気自動車の普及促進に向けた広

域的な取組を行うことにより、温室効果ガスの削減を図る。 

 
 

(3) 府県を越えた鳥獣保護管理の取組（カワウ対策） 
 
府県をまたがり広域的に移動し被害を与えている野生鳥獣のうち、近年特に被

害が深刻化しているカワウについて、広域連合、府県、市町村との役割分担をし

たうえで、モニタリング調査（生息動向調査等）、被害防除に関する事例調査研究

等を実施し、各府県が中部近畿カワウ広域協議会の策定した広域保護管理指針と

整合性のとれた被害対策等に取り組める体制整備を行う。 

 

 

構成団体が行う事務 

「関西広域環境保全計画」と整合を図った環境基本計画等を策定し、これの

推進を図りながら、住民・事業者に対する啓発、関西スタイルのエコポイント

事業の推進及び電気自動車の普及促進といった温室効果ガス削減のための広

域的な取組を踏まえて、地域の事情に応じて各府県内の温室効果ガス削減のた

めの取組を行う。 

また、カワウに関するモニタリング調査（生息動向調査等）、被害防除に係

る事例調査研究、保護管理計画に基づき、各府県内における被害状況及び対策

実施状況を把握したうえで、個体数調整等による捕獲、個別の対策事業等を実

施する。 
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６ 資 格 試 験 ・ 免 許 等 

 

府県毎に実施している調理師法に規定する調理師、製菓衛生師法に規定する製

菓衛生師及び保健師助産師看護師法に規定する准看護師に係る試験及び免許に

関する事務（養成施設及び准看護師養成所に係る事務を除く。）並びに調理師法

に規定する調理師業務従事者届出に関する事務を集約して、一元的な実施・管理

により効率的に行い、関西全域の受験需要動向を考慮した広域的な視点から、最

適な実施体制の確保や職員の専門性及び管理能力を高める。 

 

 

構成団体が行う事務 

調理師、製菓衛生師及び准看護師の試験、免許交付等を広域連合が実施する

にあたり、各府県内における受験願書の配布、試験実施の補助等の支援を行う。 

 

 

 

７ 広 域 職 員 研 修 

 

各府県の職員研修と機能分担し、職員の広域的な見地からの政策立案能力及び

業務執行能力の向上並びに職員間の交流を図り、広域的な視点を持つ職員を養成

するため、基本方針、目指すべき将来像等を盛り込んだ「広域職員研修計画」を

策定し、関西における共通の政策課題等に関する「政策形成能力開発研修」等の

研修を合同で実施する。 

 

構成団体が行う事務 

広域連合が行う合同研修との機能分担、体系の整合を図り、各府県で任命権

者が独自の体系のもとでそれぞれ職員の研修を実施するとともに、関係職員を

広域連合が実施する合同研修に参加させることにより、職員のスキルアップを

図る。 

また、広域連合が合同研修を実施する際には、研修場所の確保、実施の補助

等の支援を行う。 
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Ⅴ 事務の拡充                                                                                                                                                                                                                                

１ 事務の順次拡充 
 

設立当初から処理している事務の拡充のほか、新たに処理する本格的な事務や国か

ら権限移譲を受けることを想定している事務を広域連合に移管して実施できるように、

新たに処理する事務について、その基本方向や可能性の検討を行う。 

また、関連のある関西における広域的計画について、近畿圏広域地方計画、社会資

本整備重点計画等のフォローアップ、国への意見提出などの取組を進める。 

 

 

 

２ 国の地方支分局からの事務移譲 

 
国の地方支分部局が実施している事務のうち、関西の広域課題の解決に資する、府

県域を越える事務について、国から事務移譲を受けて一元的に処理することにより、

国と地方の二重行政を解消していくことを目指す。 

また、設立当初から処理している事務について、国から事務移譲を受けて処理する

ことにより、さらなる拡充を図ることができるよう、事務移譲に必要な法整備を国に

求めていく。 
 


